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はじめに

小西です。どうぞよろしくお願いします。私は自分の持ち時間を間違えて少し多めにスライドをつくってしまったので

すが、最初は 20 分ということですので、かいつまんでお話しさせていただきます。今日はみんなで議論するということ

が主眼だと思って、後でご質問などをいただこうかなと思います。

私は今、 ― 先ほど田村先生からご紹介いただきましたように ― 性犯罪に関する刑法についての法制審議会の部会の

委員をやっていまして、月曜日にもまた次の会があります。今度は恐らく司法面接の話が入ってくると思いますけれども、

今、この性犯罪に関する議論では結構重いものを抱えていて、普段はなかなか感想を言うところもないので、今日はここ

でそれも含めてお話しさせていただこうかなと思います。恐らく法律家の方はこうは言わないだろうと思うこともあえて

率直に書いてみましたので、刑法改正の話をするのに法律が分かっていないと思われるところがあるかもしれませんけれ

ども、そこはどうぞご容赦ください。
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1　「性犯罪に関する刑事法検討会」報告書

（1） 刑事実体法について

まず字ばかりのパワポが出てきましたが、法

制審議会に先立ちまして、「性犯罪に関する刑

事法検討会」が行われました。この中でいくつ

かの論点が取りまとめられて報告書に書かれて

います。恐らく私が今日、お話しできることは

1つか 2つだと思うので、まず刑事実体法につ

いて、現行法の運用の実情と課題とありますが、

ここは総論です。

それからもう 1つ、とても大きな課題が、暴

行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の在り方

です。いくつかまとめてありますが、一応、読んでおきましょう。「強制性交等罪の暴行・脅迫の要件、準強制性交等罪

の心神喪失・抗拒不能の要件を撤廃し、被害者が性交等に同意していないことを構成要件とすべきか」という中心のとこ

ろから始まりまして、例えばそういう条件を緩和すべきか、といったいろいろな論点が書いてあります。

それから 3番目として、地位・関係性を利用

した犯罪類型の在り方です。「被害者が一定の

年齢未満である場合に、その者を「現に監護す

る者」には該当しない ― 要するに前の改正で

監護者性交等罪ができましたけれども、そこに

は該当しない ― ものの、一定の影響力を有す

る者が性的行為をしたときは、被害者の同意の

有無を問わず、監護者性交等罪と同様に処罰す

る類型を創設すべきか」と。ここで言っている

のは、監護者性交等罪のような形で、同意とい

うことを問わずに罰するという対象者をもう少し広げるかどうかということです。それから、虐待などの支援にたずさわっ

ていらっしゃる方はここが気になるかもしれませんけれども、「同一被害者に対して継続的に性的行為がなされた場合に

おいて、個々の行為の具体的な日時・場所を特定しなくても、個々の行為を包括する一連の事実について、1個の犯罪の

成立を認めることができるような罪を創設すべきか」と。これは確か警察庁の方が最初におっしゃっていたと思います。

それから、最近はグルーミング行為というものが問題になっていますけれども、最終的には「性的行為や児童ポルノの対

象とすることを目的として行われる、いわゆるグルーミング行為を処罰する規定を創設すべきか」と。

それから 4番目はわりと分かりやすいので、マスコミでも取り上げられていると思います。いわゆる性交同意年齢の在

り方です。実はこれはもっとずっとあるのですが、そもそも最初につくる時から全部はできないと思ったので、私が言い

たいことがあると思うところだけ選びました。

（2） 刑事手続法について

今までのところは実体法ですけれども、ここからは刑事手続法について、まず公訴時効の在り方です。「強制性交等の
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罪について、公訴時効を撤廃し、その期間を延

長すべきか」というようなことです。それから

4番目は、司法面接による聴取結果の証拠法上

の取り扱いの在り方です。今のままですと証拠

という形にはならないわけですけれども、それ

をどうするかというようなことが問題になって

います。法律家でない私にとっては、こういう

ことを細かく議論していくのはなかなか大変な

ことですが、この現状というところは飛ばしま

す。

2　「抵抗」に関して

今日、お話ししたいと思っているのは、この

ような法律の問題に関して、専門の医師として

私が考えること、ということです。もちろん法

律家には法律家の議論があって、法改正をする

ためにはそれが大事なわけですけれども、では、

抵抗というものをどう考えるのか、抗拒不能と

いうことをどう考えるのかと思った時には、私

は実例というか、実際の被害者の方を臨床でも

たくさん診ますし、鑑定という形でも結構な数

の方の話を聞きますので、これに関して思って

いること、それから研究のことを少しお話しし

ます。

（1） single trauma と complex trauma

抗拒不能にも本当にさまざまな状況がありま

す。抵抗できないという状態がどうやってもた

らされるかという文脈も一つ一つの事件でさま

ざまですけれども、トラウマを研究する立場か

らすると、この 2つに大まかに分けられると思

います。single trauma となるような被害、原

則は 1回だけの性的な被害で、これはいろいろ

とあります。子どもが見知らぬ人から襲われる

というものもありますし、大人が知人から、例

えば職場の同僚から被害に遭うというようなこ

ともあります。それから、complex trauma は
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性的虐待が典型だと思います。

（2） 被害時の心理 ― なぜ、抵抗しないのか ― 

single trauma の場合の抗拒不能をどう考え

るかということで、もともと法律では、きちん

と抵抗していないといけない、と。これはもう

このシンポジウムにご参加の方は知っているこ

とだと思いますけれども、ただ、臨床的に言う

と、徹底的に抵抗しましたという人はほとんど

聞いたことがありません。私は今まで何人の性

暴力の被害に遭った人に会ったかとよく鑑定で

聞かれるのですが、数えられません。恐らく

200 から 500 の間だと言っていますけれども、

ただワングランスで会っただけだったら 500 を超えているかもしれません。

抵抗ということについては日本では研究が少ないですけれども、海外文献はたくさん出ていまして、徹底的に抵抗しま

したという人は本当に少数派です。どういう対象の調査でも、大学生の調査でも、もっと医学的な調査でも、警察に行っ

た人の調査でも、あるいはワンストップセンターに行った人の調査でも、少なくとも 1〜 2割は全く抵抗できない人がい

ます。いわゆるフリーズという形になっているようなケースもありますし、そうでないケースもあります。恐らく意識清

明だったとしても、本人の選択として抵抗していないというような方もいます。

一つは、固まってしまって動けませんという状態に関しては、それが臨床的な事実として存在するということはもう疑

いがありません。それをどう説明するかというところでは、いろいろな説明が出ています。最近はバイオロジカルな説明

で、本人の意識状態とは関係なく、意識があろうとなかろうと、こういうことが生じるのではないかということがいわれ

ています。

この Tonic Immobility というのは擬死反応

というものです。説明すると長くなってしまう

ので簡単にしておきますが、動物がやはり本当

に突然の衝撃的な、衝撃というのも心理的な言

葉ですけれども、驚愕（きょうがく）反応とい

うか、突然何かが起きた時に、擬死、全く動か

なくなるという反応があると。ここにあります

ね。Tonic Immobility、動物学では「擬死」です。

進化的に各種の動物に見られる反射の一つでし

て、最近、このTI の反応は人間にも起こると

考えるようになり、PTSDの患者の再体験時に体が動かなくなるということが実験的に研究されています。TI は避ける

ことのできない危険に対する、意思とは関わりなく生じる反応、involuntary reflexive reaction です。特徴として、一時

的な広範な運動抑制と外的な刺激に対する相対的無反応が見られる、ということが主張されています。

もう一つ、少しだけご紹介しますと、Poly vagal  theory という、Stephen Porges という人のもう少し包括的な神経学

的主張があります。迷走神経、交感神経系の進化学的発達に基づいた理論ということで、迷走神経が進化上、3つの違う
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機能を持った神経から構成されているというと

ころに基づいて、人間だとこの 3つがあるわけ

です。最も新しいものはすごく複雑な状況に効

くけれども、その次が交感神経系で、最も古い

のが ― 無髄の説明をすると大変ですから説明

しませんが ― 無髄の原始的迷走神経系とい

う、この 3つが合わさっているのだと。だんだ

ん前のものが現れてくるけれども、最も危機の

時には、この無髄の迷走神経系というのは不動、

代謝維持、シャットダウンということに関わっ

ているといわれています。これはかなり包括的にフリーズを説明する議論ですが、正直、まだ実証が足りません。今だと

セオリーの段階ですね。でも、フリーズについてはこういう形で、何らかのバイオロジカルな説明で考えようというのが、

今、いわれていることだと思います。

それから、今は生物学的なところを説明しましたけれども、例えば心理学的には、声を出したら殺される、誰か来ると

は限らない ― アパートはほとんどそうですよね ― 。抵抗しても逃げられない。殺すぞと脅された時に、それがフェイ

クかどうかということは確かめることができませんから、きちんと意識があって、頭が働いて、それでも抵抗しないとい

う人も結構います。それから、しばらく抵抗してもどこかで諦めてしまうということも、よく臨床で聞きます。

それからもう一つは、解離が起きる。解離の理論とバイオロジカルな理論がどうつながるのかとよく質問されるのです

が、そこはまだ全部説明し尽くされていないと思います。けれども、感情・感覚がまひしてしまって苦痛が感じられない

となれば、当然、抵抗しませんよね。たとえ持続的な関係がない大人に襲われたとしても、子どもの場合は大人が強く言

うことを聞いてしまうというのは、精神医学的というよりも、ごく普通のことですね。何か言われたら聞いてしまうとい

うこともあります。このように考えると、抵抗しないということにもさまざまな層があるといえます。その結果として、

全く抵抗できない人も一定割合でいるということになります。

（3） 被害時の心理 ― なぜ言わないのか ― 

それから、なぜ被害のことを言わないのか、

もしそれほど苦痛だったらすぐに言えばよいの

ではないかと。これも被害を受けた方たちと仕

事をしている者にとっては当然の行動だと思え

るのですが、法制審議会へ行くとこういう議論

になるわけです。そうしますと、人は言ったほ

うがよいと確信できる時しか秘密の話をしない

のが普通だし、恥の感覚があって、どこかから

この話が漏れたらどうなるか分からないと。性

暴力被害の人が学校に行けなくなる原因の一つ

に、もちろん外に出るのが怖い、男の人が怖いという PTSD的な症状もありますけれども、話が漏れたらどうしようと

いう感覚も非常に強く起こってきます。そこは災害とは違うところですね。自分が悪いという気持ちもあります。被害の

ことを話すというのは、英語だと disclosure といいまして、これについて研究する領域もあります。
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（4） complex trauma となるような被害＝性的虐待

一方で、私はちょうど 2年前にこのシンポジ

ウムをやった後、大変たくさんの ― と言いた

いほど ― 18 歳以上で監護者性交等罪の対象

とならないけれども、性的虐待の被害者のケー

ス、虐待が終わりになる最後の性交のところを

最も記憶しているわけですから、そこを取り上

げて強制性交等罪などを考えるというような例

があって、その状態の時になぜ抵抗ができない

かの鑑定を依頼されるケースがありました。こ

の 2年で自分でも数例やったと思いますけれど

も、全部受けていればこの倍は仕事の話をいただいたと思いますし、もちろん日本中ではもっとあると思います。

いずれも被疑者・被告人は、性行為は認め、被害者が同意していたと主張している例です。実際に抵抗しない、できな

い心理状況になっています。こういう場合に、被害者の心情が年齢で急に変わるわけではないですから、精神医学の側か

ら言いますと、ずっと性的虐待を受けていた人

が解放された途端に、私はずっと被害を受けて

いました、こういう困った症状があります、と

自分ですぐに言うということは、むしろおかし

いというか、すごく特殊ですね。被害は自然に

どこかで終わったけれども ― 例えば父親と母

親が離婚したり、それから本人が家を出たりし

て終わったけれども ― 、そのままで何の支援

も入らなければ、大体 30 歳前後まで自分が被

害者だと気が付かないということのほうが多い

と思います。

それから、経済的な虐待を含めた心理的虐待

も一緒にあるような性的虐待の例もあって、例

えば大学の学費を出してやらなかったり、学費

は全部奨学金で払わせてかなり長時間のバイト

を強いたり、中には子どもの奨学金で生活して、

自分の分は自分でやれという感じになってい

て、こうなるとDVの経済的な支配とすごく似

ているわけですけれども、そういうような例も

あります。

それから、臨床のケースは裁判になるケース

よりもう少し軽いのかというと、そういうこと

は全然ありません。純粋に臨床に来られて治療

しているケースでは、刑事事件になっていなく
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て警察に伝えられていないけれども、非常に犯

罪性が高い加害者の性的虐待があって、どうい

う被害があったか、治療の中でお話を聞いてい

ると、本当にこちらも参ってしまいそうと思う

ようなケースもかなりあります。

ここにいくつか例を挙げましたけれども、性

的虐待の生じる構造が似ていて、自分でもどの

例か分からなくなります。こういう性的虐待の

例に関しては抵抗しないのが普通だと思いま

す。解離状態や認知の変化が生じてそうなるの

ですが、ここのところがなかなか司法の専門家

には分かっていただけないのかなと思っていま

す。被害者の心理や精神病理のところは全部飛

ばします。

性交に全く同意していなくても、抵抗できない人も、考えた上で抵抗しない人もいます。性的暴力が精神的衝撃の大き

い被害であることはどの研究でも実証されています。衝撃が大きすぎる時には人はフリーズすることもあるし、衝撃が大

きく社会的に理解されないと感じている時には disclosure が遅れるということは本当に常識だと思います。それを分かっ

てもらいたいし、皆さんも分かっているのでしょうけれども、社会全体の合意を得るのには難しいところもあるというこ

とです。

3　公訴時効について

もう一つお話ししたいのは、公訴時効のこと

です。被害を被害だと気付けるのにかなり時間

がかかると先ほども言いましたが、臨床的な印

象では、性的虐待の被害者が自分で治療しよう

と思う初診時年齢はかなり高いです。25 歳か

ら 30 歳前後にならないと、なかなか治療に来

てくれません。それは大丈夫だからではなく、

すごく具合が悪いのに来ないわけです。例えば

ケースによっては別の名前の病気で入院を繰り

返していたり、自傷行為を繰り返していたりす

る方もいらっしゃいます。被害時に司法が介入するケースと起こっていることが同じでも、その後の状況がかなり違って

しまいます。被害が終わってからも回避している時期が長く続いている人がいます。WMHという国際調査がメンタルヘ

ルスについて行われているのですが、これによると、レイプの PTSDの平均持続期間が 110 カ月程度になっていますので、

それほど簡単に被害について考えられるようになるとは思えません。各国の法制度を見ても、時効の開始を遅らせたり延

長したりしている国があります。

こういう例に私はいくつか出会うわけです。これで最後にしようと思います。幼少時から父からの性的虐待を受け、被
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害だと知り、治療を受け始めたのが 28 歳、こ

ういうケースは多数あります。この方はすごく

重くて、重度抑うつや解離があると。

高校生の時の見知らぬ人からの被害で、その

時にはとにかく考えないようにし、20 代後半

に警察から照会があって初めて訴えることにし

た、という例です。普通の時効だともう過ぎて

しまいそうです。

それから、DVや他の性被害による心身不調

を訴えてきた人の中には、DVだと大体 30 代

から後の方が多いので、要するに 30〜 40 代で、過去の性的虐待歴を持つ人が少なくないのですが、これについては何も

扱われていません。

それから、父からの性的虐待後、放火を繰り返し、放火癖のある女性の累犯者として扱われてきた方にも会ったことが

あります。PTSDの症状を打ち消すために放火が行われていましたが、本人も分からず、周りも分からず、この性的虐待

が現在の行動にどのように影響しているのかということについて分かるためには、かなり時間のかかる鑑定が必要でした。

4　全体として

司法面接は時間の関係で今日はやめておこう

と思います。ここに書いてあるのは私の愚痴で、

法律家がどう答えるかは分かっているのです

が、もう一度、心理学的に、精神医学的に見た

時にどう思うかということだけお話ししておこ

うと思います。

法律の考えるモデルは、どのような時でもイ

エスの時はイエス、ノーの時はノーという合理

的な判断ができる人というモデルです。しかも

トラウマのことは何も考慮されていません。そ

ういうモデル像に合わないのは被害者の問題だ

と考えるのはやめてほしいと思っています。

それから、人が恐怖にさらされたり、衝撃を

受けたりした時に、どのようになるかはもうだ

いぶよく研究されています。だから、せめてそ

れに矛盾したモデルは採用しないでほしいと

思っています。

それから、PTSDの回復の研究などが法律の

下敷きにあって、そういうことが考慮されてい

る国もあると ― 専門家ではないので分かりま
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せんけれども ― そのように聞いています。科

学的な研究の結果を無視して理屈に固執すると

いうことは、申し訳ありませんが、できたらや

めてほしいと思っています。

それから、反対尋問は確かに被告人の権利で

あることは間違いありませんし、それはしなけ

ればいけないと思います。ただ、モデルとして、

例えば小学校低学年の子どもを法廷に呼んで話

をして、それから反対尋問をすれば真実が分か

るというのもモデルとして間違っていると思い

ます。もちろん反対尋問をする、要するに被告人側が問いただすことは必要ですから何かが要りますけれども、全部その

モデルに当てはめないでほしいと思っています。

それから、本当に性犯罪の法律は男性の目線なので、男性という言い方もよくないかもしれませんけれども、自分が訴

えられたらどうしようという目線の法律だと思うので、被害の側からそれがどれだけ大変かというところからつくられて

いないという、他の法律とは違う特殊な視線があるように思います。

最後は本当にただの私の愚痴ですけれども、そのように思っています。すみません、少し時間が過ぎてしまいました。

取りあえず私の話は以上です。


